
日本コークス工業グループ事故・災害・事件報告事項一覧 別紙-１

分類 社内報告対象事項 日本製鉄事件・事故報告（参考）

労働安全衛生関係 労働災害（死亡災害、休業災害、不休業災害） 休業災害は要報告

通勤災害（死亡災害、休業災害） ―

労働安全衛生法・関連法令違反またはその恐れがある事実（労災の報告遅延・健康保険等の不適正処理) 要報告

環境関係 排気・排水・廃棄物等、環境関連の法令または自治体との協定違反 要報告

製品・品質・請負作業等 一次～最終需要家(消費者)の生命･身体又は重大な財産の侵害につながるおそれのあるもの 要報告

製品・品質・請負作業等に関わる法令違反（港湾運送業、倉庫業、廃掃法、建設業法、JIS規制、その他業法違反） 重大な違反のみ要報告

市場での影響範囲が広いもの（店舗販売、広く最終製品の回収を要するもの等) 要報告

個人又は組織が製品仕様、試験方法等における契約規格への不適合を認識しながら製造・出荷を行なったもの 要報告

連続又は長期に亘り製品仕様、試験方法等における契約規格への不適合が発生していたもの 要報告

第三者機関の認定・認証・承認の停止・取り消しにつながるおそれのあるもの 要報告

労働基準法 労働基準法その他労働関係法令違反（勤務時間管理の不備、偽装請負、派遣期間超過） 要報告

その他労働関係 セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント 要報告

懲戒処分の実施（本店人事グループが把握する案件は除く) ―

独禁法・下請法関係 独禁法違反（入札談合、カルテル等) 要報告

所属長の許可を得ずに同業他社と接触した場合（直接取引を行う場合、設備事故等の緊急の場合を除く) 原則報告（個別判断）

その他の法令違反等 その他業務に関し法人・個人が刑事罰又は行政・処分の対象となる行為（下請法、道路交通法(過積載等）、廃掃法、政治資金規正法等） 要報告

上記又はその他の法令等に基づく監督官庁からの指導・処分（指導票以上） 要報告（指導票を除く。）

情報管理 営業秘密管理規則に定める営業秘密情報の漏洩、個人情報保護法に定める個人情報の漏洩（目的外提供を含む) 原則報告（個別判断）

情報システム事故 情報システムに関する大規模事故（大規模なウイルス感染、長時間（30分以上）のシステム停止) 原則報告（個別判断）

財務報告 質的重要事項 要報告

　（私的横領、販売・購買に係る仮装取引、収益・費用計上に係る利益操作、重加算税、その他これらに準ずる不適正事項)

金額的重要事項（次の各項目で案件毎、取引先毎又は同一科目毎に3百万円超となるもの） 要報告(10百万円超）

　・四半期・年度決算期間内に訂正されなかった収益・費用計上にか係る多額の計上ミス

　・売掛金・買掛金残高の取引先との間での多額の不一致（会計処理による差を除く)

　・多額の税務否認

　・その他上記に準ずる多額の不適正事項

設備事故 火災、爆発、その他の事由による建物・構築物・機械・装置その他当社財産の滅失または破損 要報告（軽微なものを除く。）

沈没、座礁、衝突、火災その他の事由による船舶の滅失または破損 要報告（軽微なものを除く。）

衝突、脱線、転覆その他の事由による機関車・車両・自動車の滅失または破損 要報告（軽微なものを除く。）

故障（停電、断水その他を含む。）による生産設備の操業休止で、生産に重大な影響を与えたもの 要報告（軽微なものを除く。）

建設中（建設後の検収未済のものを含む。）の建物・機械・装置等の滅失または破損又は建設中に発生した災害(労働災害（死亡災害、休業災害）含む) 要報告（軽微なものを除く。）

前各号またはその他の異常の事故等により、当社の社会的信頼を失墜させるおそれが生じた場合等、特に報告を必要と認めるもの 要報告（軽微なものを除く。）

その他の事故 製造部門、現業部門における製造又は作業中（下請業者、業務委託先を含む）に発生した事故（自社又は第三者の資産の毀損、交通事故等 (軽微なものを除く)) ―

請負作業中（自社の他、下請業者、傭車先、業務委託先を含む）に発生した事故（自社又は第三者の資産の毀損、交通事故、誤出荷、誤作業等(軽微なものを除く）) ―

資機材盗難 資機材の盗難 報告事項だが内容検証必要

取引先関係 取引先（債権又は債務の残高が3百万円を超えるもの)の倒産又はその恐れが生じた場合、若しくは、債権額3百万円を超える貸し倒れが発生又はその恐れが生じた場合 ―

取引先において発生した重大な事故・災害（当該取引先との継続的な取引に支障が生じる等、当社グループの損益に影響を与えるもの）

取引先において発生した重大なコンプライアンス違反（同社と取引を継続することが当社グループの社会的信用低下につながりかうるもの)

自然災害 地震・台風・洪水・津波等の自然災害発生時において、社員の安否が速やかに確認できない場合、資産・設備等の毀損またはその恐れがある場合 原則報告（個別判断）

その他 マスコミが報道または官公庁が公表する事故・事件（個人名・社名が報道されない場合を含む） 原則報告（個別判断）

訴訟（調停・仲裁を含む）が提起され、またはその可能性が高い事案 原則報告（個別判断）

重大な契約違反（品質・性能保証違反を含む）又は3百万円を超える損害賠償の請求（石炭・コークス類のペナルティ条項に基づく精算、保証条件に基づく製品の修繕等を除く) 原則報告（個別判断）

当社グループの社会的信用の低下につながりうる事故・事件 原則報告（個別判断）

社員の業務外における交通事件その他の刑事事件等の被疑による逮捕・拘留等 報道案件のみ要報告

管理職以上の社員が私傷病等により連続して７日以上欠勤（休日を除き休暇を含む）する場合 ―

※事案判明後速やかに第一報（判明した事案の概要のみで可）を入れること。　　　　※上記に準じた事項についても幅広に報告すること。


